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○花巻市自治公民館整備事業補助金交付要綱 

平成18年３月13日告示第335号 

花巻市自治公民館整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 社会教育の振興を図り、地域の開発と発展に資するため、町内会及び自治会等が

設置する公民館類似施設の建築（増改築を含む。）に要する経費に対し、予算の範囲内

で花巻市補助金等交付規則（平成18年花巻市規則第61号。以下「規則」という。）及び

この要綱により補助金を交付する。 

（補助金交付の対象及び補助額） 

第２条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、次のとおりとする。 

補助対象経費 延床面積 補助額 

新築又は改築に要する

経費 

99平方メートル未満 左の経費に対する３分の１以内と

し、300万円を限度とする。 

99平方メートル以上 

165平方メートル未満 

左の経費に対する３分の１以内と

し、360万円を限度とする。 

165平方メートル以上 左の経費に対する３分の１以内と

し、420万円を限度とする。 

増築、改修及び修繕（30

万円を超える事業）に要

する経費 

 左の経費に対する３分の１（公共

下水道及び農業集落排水に係る給

排水設備並びに合併処理浄化槽の

設置に要する経費にあっては２分

の１）以内とし、180万円を限度と

する。 

（申請の取下期日） 

第３条 規則第７条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日

から起算して10日以内とする。 

（提出書類） 

第４条 規則により定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。 

附 則 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 

規則第３条による書類 自治公民館整備事業補助金交付申請書 様式第１号 

事業計画書 様式第２号 

収支予算書 様式第３号 

市長が必要と認める書類  

規則第12条による書類 自治公民館整備事業補助金請求書 様式第４号 

事業実績書 様式第２号 

収支決算書 様式第３号 

市長が必要と認める書類  
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様式第１号（別表関係） 
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様式第２号（別表関係） 
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様式第３号（別表関係） 
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様式第４号（別表関係） 

 


